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種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
を
侵
害
し
た
者

二

育
成
者
権
又
は
専
用
利
用
権
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
、
育
成
者

権
者
又
は
専
用
利
用
権
者
の
許
諾
を
得
な
い
で
、
業
と
し
て
生
産
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の
申
出
を
し
、
譲
渡
し
、

貸
し
渡
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
目
的
を
も
っ
て
保
管
し
た
者

第
五
十
八
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
二
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
十
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
又
は
前
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

」
に
、
「
又
は
人
に
」
を
「
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
五
十
六
条

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
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二

第
五
十
七
条
、
第
五
十
八
条
又
は
前
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号

各
本
条
の
罰
金
刑

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


